
市・県民税における課税方式の選択について
令和5年度（令和4年分）まで

対象となる所得（特定配当等及び特定株式等譲渡所得）

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の

申告方法

　特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税及び復興特別所得税と
市・県民税（住民税）とで異なる課税方式を選択する場合は、所得税の確定申告書を税
務署に提出するのとは別に、伊勢市へ市・県民税の申告をする必要があります。

　対象となる方は、下記の要領で申告してください。

　所得税の源泉徴収に併せて住民税が特別徴収（天引き）される、次のような配当所得
や株式等譲渡所得を指します。　

　（例）上場株式等の配当所得等

　　　　特定口座内の上場株式等の譲渡所得（源泉徴収口座を選択したもの）

　所得税の確定申告書を税務署に提出するのとは別に、対象となる年の申告期限内（3
月15日まで）に、次の書類を伊勢市へ提出してください。

※ 申告期限内（3月15日まで）に提出できなかった場合でも、対象となる年度の住民税

の納税通知書が送達されるときまでに提出をすれば、所得税と異なる課税方式を選
択できます。

※ 3月15日が土日祝日の場合は、その翌日が申告期限となります。

1. 市･県民税申告書

2. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書＜別紙1＞

3. 所得税の確定申告書の控えの写し一式 
（「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「確定申告書付表」を含みます。）

4. 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する書類の写し

（例）特定口座年間取引報告書、源泉徴収口座以外の配当等の支払通知書など

お問い合わせ先・郵送での提出先
伊勢市役所　課税課　市民税係
〒516-8601　伊勢市岩渕1丁目7番29号　

℡：0596-21-5534

この冊子の2・3ページに
申告書の記入例、
4ページに
申出書＜別紙1＞の

記入例があります。 1
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記 入 例 ( 申 告 書 ）
【課税方式申出関連】　（＜別紙1＞の記入例に対応）
特 定 配 当 等 所 得 金 額 に つ い て 、
所得税及び復興特別所得税では総合課税で申告するが、
住 民 税 で は 申 告 し な い 場 合

岩渕1丁目7-29

申告　　　太郎

シンコク　　　　　　　タロウ
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表 面

特定配当等所得金額を住民税で
申告 し な い 場 合 、 数 字 の 「 ０ 」 を
申告書（表面）の⑤に記載してください。
※ 特定配当等所得を、所得税及び復興特別所得税で分離課税で申告した場合は、
　　申告書（裏面）の８で「分」（分離）を選択し、記載してください。

注意点
1. この申告書は、同封の申出書＜別紙1＞を添付して提出してください。

※ 令和4年分で差し引く繰越損失額・令和5年分以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の金額が、
　　所得税及び復興特別所得税と住民税で異なる場合、＜別紙1＞に併せ＜別紙2＞も添付して提出してください。

2. この申告書は、令和5年度の住民税の納税通知書が送達される日までに
提出してください。

※ 申告期限内（3月15日まで）に提出できなかった場合でも、対象となる年度の住民税の納税通知書が送達され
　　るときまでに提出をすれば、所得税と異なる課税方式を選択できます。

裏面にも記載する欄があります（3ページへ）
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裏 面

0

特定配当等所得金額を住民税で申告しない場合は、
配 当 割 額 控 除 額 の 適 用 が な く な り ま す の で 、
数字の「０」を申告書（裏面）の10に記載してください。
※ 特定株式等譲渡所得金額を住民税で申告しない場合、株式等譲渡所得割額控除額も、同様に適用がなくなります。
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特 定 配 当 等 所 得 金 額 を 住 民 税 で
申 告 し な い 場 合 、 数 字 の 「 ０ 」 を
申告書（表面）の⑤とこちらに記載してください。

特定配当等所得金額を住民税で申告しない場合は、
配 当 割 額 控 除 額 の 適 用 が な く な り ま す の で 、
数字の「０」を申告書（裏面）の10とこちらに記載してください。

記入例(申出書＜別紙1＞）
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